指定給水装置工事事業者指定申請書提出要項
1 受付時間　　　　午前　９：００～１１：４５
　　　　　　　　　　午後　１２：４５～１６：４５
2 受付場所　　　　交野市上下水道部　（１階　工務課給水申し込み窓口）
3 提出書類　　　　※記入例を参照の上、ご記入ください　
ア　受付票
イ　指定給水装置工事事業者指定申請書（様式第１）
ウ　誓約書（様式第２）　
エ　給水装置工事主任技術者選任・解任届出書（様式第３）　
オ　指定給水装置工事事業者整理台帳
カ　機械器具調書（別表）　　
キ　技術者名簿
ク　給水装置工事主任技術者免状番号を確認できるもの
　　（免状または技術者証の写し）
ケ　定款及び登記事項証明書（法人）または住民票の写し（個人）
　　　　　※３ヶ月以内のもの
コ　指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書（様式第１０）
　　　　　※新規申込みの場合は必要ありません
サ　指定給水工事事業者廃止・休止・再開届出書（様式第１１）
　　　※新規申込みの場合は必要ありません
シ　登録されている事業所が確認できる写真
　　（建物の全景、事業所名の看板、郵便受け）
4 提出部数　　　　一部
5 指定登録手数料　金額１０，０００円
　　　　　　　　　　（交野市水道事業給水条例第３２条第１項第２号の規定に基づく）
6 納入方法　　　　　後日、納付書を発行しますので、交野市上下水道部窓口か、記載
　　　　　　　　　　されている納入取り扱い場所にてお支払いください。
7 指定の通知　　　納付を確認後、１週間程度で指定証の発行をいたします。
8 お問い合わせ　　〒576-0033　交野市私市２丁目２４番１号
　　　　　　　　　　　　交野市上下水道部 工務課
　　　　　　　　　　　　TEL　072(891)0016　　FAX  072(893)0652
　　　　　　　　　　　　E-mail:suidouk@city.katano.osaka.jp
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（新規申請用）
受　　付　　票
	提　　出　　書　　類
	備　　　　　考

	１　受付票
	本　　用　　紙

	２　指定給水装置工事事業者指定申請書（様式第１）
	水道法規定様式

	３　誓約書（様式第２）
	水道法規定様式

	４　給水装置工事主任技術者選任・解任届出書（様式第３）
	水道法規定様式

	５　指定給水装置工事事業者整理台帳
	

	６　機械器具調書（別表）
	水道法規定様式

	７　技術者名簿
	

	８　給水装置工事主任技術者免状の写し
	

	９　定款及び登記事項証明書（法人の場合）　　
住民票の写し（個人の場合）
	コ　ピ　ー　可

	10　事業所の所在がわかるもの（位置図・写真等）
	確認できる写真
(建物の全景、事業所名
の看板、郵便受け)


	事  業  所  の  名   称
	

	代    表    者    指   名
	




指定給水装置工事事業者指定申請書を受付しました。
交　野　市　上　下　水　道　部　	（受付印）
※　指定登録手数料（10,000円）の納付書が届きましたら、交野市上下水道部窓口
　　か、記載されている納入取り扱い場所にてお支払いください。

様式第1（第18条関係）
指 定 給 水 装 置 工 事 事 業 者 指 定 申 請 書
交野市長　　殿
令和　　年　　月　　日
	申請者 氏名又は名称	
住所又は所在地
代 表 者 氏 名
　水道法第１６条の２第１項の規定による指定給水装置工事事業者の指定を受けたいので、同法第２５条の２第１項の規定に基づき次のとおり申請します。
	役員（業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者）の氏名

	フリガナ 氏名
	フリガナ 氏名

	
	

	事 業 の 範 囲
	

	機械器具の名称、性能及び数
	別表のとおり

	当該給水区域で給水装置工事の事業を行う事業所の名称
	

	上記事業所の所在地
	

	上記事業所で選任されることとなる給水装置工事主任技術者の氏名
	給水装置工事主任技術者免状の交付番号

	



	当該給水区域で給水装置工事の事業を行う事業所の名称
	

	上記事業所の所在地
	

	上記事業所で選任されることとなる給水装置工事主任技術者の氏名
	給水装置工事主任技術者免状の交付番号

	



様式第2（第18条及び第34条関係）
誓　　約　　書
　指定給水装置工事事業者申請者及びその役員は、水道法第２５条の３第１項第３号イからヘまでのいずれにも該当しない者であることを誓約します。

令和　　年　　月　　日
	       申請者
	

	氏名又は名称
	


住所又は所在地
代 表 者 氏 名
交野市長　　殿

様式第3（第22条関係）
給水装置工事主任技術者選任・解任届出書

交野市長　　殿
令和　　年　　月　　日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　届出者
氏名又は名称　　　　　　　　　　　　　  
住所又は所在地
代表者氏名選任
解任


　水道法第２５条の４の規定に基づき、次のとおり給水装置工事主任技術者　　　　の届出　をします。
	給水区域で給水装置工事の事業を行う事業所の名称
	
	

	上記事業所で選任・解任する給水装置工事主任技術者の氏名
	給水装置工事主任技術者免状の交付番号
	選任・解任の年月日

	
	
	


指定給水装置工事事業者整理台帳   交野市上下水道部
	指定年月日
	令和　　年　　月　　日
	指　定　番　号
	第　　　　　号

	フリガナ

事務所の名称
	

	

	


	フリガナ

代表者氏名
	

	

	


	事業所の
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※　同一人の資格が重複しても数は記入し、(技術職員計Ａ)(事務職員Ｂ)(合計Ａ＋Ｂ)は
　実数を記入する。
※　太線枠内のみ記入
別表（第18条関係）
機　械　器　具　調　書

令和　　年　　月　　日現在
	種　　　別
	名　　　称
	型　式、性　能
	数量
	備　　　考

	
	
	
	
	


（注）　種別の欄には「管の切断用の機械器具」、「管の加工用の機械器具」、「接合用の
　　　機械器具」、「水圧テストポンプ」の別を記入すること

[　　年　　月現在]　　　　　　　　　　　技　　術　　者　　名　　簿　　　　　　事業所名
	No.
	氏　　名
	年齢
	資　格　証　等　の　交　付　番　号
	備　考

	
	
	
	給水装置工事
	日　本　水　道　協　会
	職業能力開発促進法
	建設業法による
工事施工管理技士
（種別・級・番）
	

	
	
	
	主任技術者
	責任技術者
	1種技能者
	2種技能者
	配管技能士
	課程修了者
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


※　責任技術者の資格を有し、主任技術者経過措置講習会申請者の場合は、主任技術者欄に[〇]を記入する。
※　建設業法による技士等は、（土）（建）（管）等の種別と（１・２級）の別及び交付番号を記入する。　　　　　　交野市上下水道部

様式第10（第34条関係）
指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書
交野市長　　殿
令和　　年　　月　　日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　届出者　　　　　　　　　　　　　　　　　
　水道法第２５条の７の規定に基づき、次のとおり変更の届出をします。
	フリガナ
	
	
	

	氏名又は名称
	
	
	

	住所
	
	
	

	フリガナ
	
	
	

	代表者の氏名
	
	
	

	変更に係る事項
	変更前
	変更後
	変更年月日

	
	
	
	


様式第11（第35条関係）
                                             廃止
                       指定給水装置工事事業者休止届出書                                              再開
交野市長　　殿
	フリガナ
	

	氏名又は名称
	

	住所
	

	フリガナ
	

	代表者の氏名
	

	
（廃止・休止・再開）の年月日
	[bookmark: _GoBack]

	
（廃止・休止・再開）の理由
	


令和　　年　　月　　日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　届出者
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 廃止
　水道法第２５条の７の規定に基づき、給水装置工事の事業の 休止 の届出をします。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再開
